
目

次

告

示

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機

関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
が

ん

・

生
活
習
慣
病

対

策

課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
機
関
の

指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
師
の
指
定
（

同

）
…
一

○
都
市
計
画
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

公

告

○
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
二

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五
（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
三

公
安
委
員
会

○
青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
警

務

課
）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
百
八
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
三
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

陽
だ
ま
り
診
療
所

八
戸
市
湊
高
台
四
丁
目
二
の
一
〇

令
和六･一二･三一

青
森
県
告
示
第
百
九
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

陽
だ
ま
り
診
療
所

八
戸
市
湊
高
台
四
丁
目
二
の
一
〇

令
和七･
一･
一

青
森
県
告
示
第
百
十
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
。

青
森
県
報
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第
八
百
八
十
三
号

令
和
七
年三

月
三
日

（
月
曜
日
）



令
和
七
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
医
の

区

分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

指

定

年
月
日

名

称
所

在

地

難
病
指
定

医

柳
沢

健

の
へ
じ
ク
リ

ニ
ッ
ク

上
北
郡
野
辺
地
町

字
下
小
中
野
一
八

の
八

泌
尿
器
科

令
和七･
一･二八

難
病
指
定

医

酒
井

瑞
乃
ひ
い
ら
ぎ
耳

鼻
咽
喉
科

八
戸
市
番
町
一
六

の
二

耳
鼻
咽
喉
科

七･
二･
三

青
森
県
告
示
第
百
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
野
辺
地
都

市
計
画
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
野
辺
地
町
建
設
水
道
課
及
び
東

北
町
企
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

縦
覧
に
供
す
る
図
書
の
名
称

一

総
括
図

二

計
画
図

三

計
画
書

青
森
県
告
示
第
百
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
北
都
市

計
画
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
東
北
町
企
画
課
及
び
七
戸
町
建

設
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

縦
覧
に
供
す
る
図
書
の
名
称

一

総
括
図

二

計
画
図

三

計
画
書

公

告

二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
施
行

令
和
七
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
青
森
県
建

築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
十
五
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

１

二
級
建
築
士
試
験

㈠

学
科
の
試
験

⑴

日
時

令
和
七
年
七
月
六
日
（
日
）
午
前
十
時
十
分
か
ら

⑵

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

㈡

設
計
製
図
の
試
験

⑴

日
時
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令
和
七
年
九
月
十
四
日
（
日
）
午
前
十
一
時
か
ら

⑵

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

２

木
造
建
築
士
試
験

㈠

学
科
の
試
験

⑴

日
時

令
和
七
年
七
月
二
十
七
日
（
日
）
午
前
十
時
十
分
か
ら

⑵

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

㈡

設
計
製
図
の
試
験

⑴

日
時

令
和
七
年
十
月
十
二
日
（
日
）
午
前
十
一
時
か
ら

⑵

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

二

受
験
申
込
手
続

新
規
受
験
者
を
含
め
た
す
べ
て
の
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
を
行
う
も
の
と
す

る
。

１

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

令
和
七
年
四
月
一
日
（
火
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
十
四
日
（
月
）
午
後
四
時
ま
で

２

受
験
申
込
方
法

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
https://w
w
w
.jaeic.or.jp/）
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
申
込
む

こ
と
。

な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
が
行
え
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
（
身
体

に
障
が
い
が
あ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
が
困
難
で
あ
る
等
）
に
は
、
令
和
七
年
四
月
七
日

（
月
）
ま
で
に
セ
ン
タ
ー
本
部
に
申
し
出
る
こ
と
。

三

合
格
発
表

１

二
級
建
築
士
試
験

㈠

学
科
の
試
験

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日
（
月
）
（
予
定
）

㈡

設
計
製
図
の
試
験

令
和
七
年
十
二
月
二
日
（
火
）
（
予
定
）

２

木
造
建
築
士
試
験

㈠

学
科
の
試
験

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日
（
月
）
（
予
定
）

㈡

設
計
製
図
の
試
験

令
和
七
年
十
二
月
二
日
（
火
）
（
予
定
）

四

そ
の
他

受
験
に
際
し
、
身
体
に
障
が
い
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
、
あ
ら
か

じ
め
受
付
期
間
内
に
そ
の
旨
を
セ
ン
タ
ー
本
部
に
申
し
出
る
こ
と
。

試
験
に
関
す
る
問
合
せ
に
つ
い
て
は
、
一
般
社
団
法
人
青
森
県
建
築
士
会
（
電
話
〇
一
七
―
七

七
三
―
二
八
七
八
）
に
電
話
す
る
こ
と
。

な
お
、
試
験
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十

五
条
の
六
第
一
項
の
都
道
府
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン

タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五
（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五
（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五
（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
条
中
「
青
森
県
報
に
登
載
す
る
ほ
か
、
新
聞
そ
の
他
適
切
な
広
報
手
段
」
を
「
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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令
和
七
年
三
月
三
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て

掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
複
数
の
規
定
を
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
標
記
し
た
箇
所
を
含

む
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同

一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な

る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
人
身
安
全
対
策
課
）

第
九
条
の
二

人
身
安
全
対
策
課
に
お
い
て

は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

人
身
の
安
全
を
早
急
に
確
保
す
る
必

要
の
認
め
ら
れ
る
事
案
対
策
に
関
す
る

こ
と
。

二

保
護
に
関
す
る
こ
と
。

﹇
号
を
削
る
。
﹈

﹇
号
を
削
る
。
﹈

三

﹇
略
﹈

（
人
身
安
全
対
策
課
）

第
九
条
の
二

人
身
安
全
対
策
課
に
お
い
て

は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

保
護
及
び
行
方
不
明
者
に
関
す
る
こ

と
。

二

児
童
、
高
齢
者
及
び
障
害
者
の
虐
待

事
案
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

三

ス
ト
ー
カ
ー
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

四

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
等
の
対

策
に
関
す
る
こ
と
。

五

﹇
同
上
﹈

四

少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に

関
す
る
こ
と
。

五
〜
十
一

﹇
略
﹈

（
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課
）

第
十
条
の
四

サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課
に
お

い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
に
係
る
総
合
的

な
企
画
、
調
整
及
び
運
用
に
関
す
る
こ

と
。

二

サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
に
係
る
人
材
育

成
に
関
す
る
こ
と
。

三

サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
防
止
対
策
（
他
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関

す
る
こ
と
。

四

サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
捜
査
（
他
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る

こ
と
。

五

犯
罪
捜
査
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術

の
解
析
そ
の
他
技
術
的
な
支
援
に
関
す

る
こ
と
。

（
調
査
官
等
）

第
二
十
六
条

本
部
長
は
、
特
に
必
要
と
認

め
た
場
合
は
、
課
に
調
査
官
、
指
導
官
、

総
括
副
参
事
、
副
参
事
等
（
以
下
「
調
査

官
等
」
と
い
う
。
）
を
、
警
察
署
に
総
括

副
参
事
及
び
副
参
事
を
置
く
こ
と
が
で
き

﹇
号
を
加
え
る
。
﹈

六
〜
十
二

﹇
同
上
﹈

﹇
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
﹈

（
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課
）

第
十
条
の
四

サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課
に
お

い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第

二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
に
係
る
総
合
的
な
企
画
、
調
整
、

運
用
及
び
人
材
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

﹇
号
を
加
え
る
。
﹈

二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情

報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
係
事
犯
及
び

高
度
な
情
報
技
術
を
利
用
す
る
犯
罪

（
以
下
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
と
い

う
。
）
に
係
る
総
合
対
策
に
関
す
る
こ

と
。

三

サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
取
締
り
（
他
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
捜

査
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

﹇
号
を
加
え
る
。
﹈

（
調
査
官
等
）

第
二
十
六
条

本
部
長
は
、
特
に
必
要
と
認

め
た
場
合
は
、
課
に
調
査
官
、
補
導
官
、

指
導
官
、
総
括
副
参
事
、
副
参
事
等
（
以

下
「
調
査
官
等
」
と
い
う
。
）
を
、
警
察

署
に
総
括
副
参
事
及
び
副
参
事
を
置
く
こ
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る
。

二

﹇
略
﹈

と
が
で
き
る
。

二

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（ ）5 青 森 県 報 第883号令和７年３月３日 月曜日



（ ）6青 森 県 報 第883号令和７年３月３日 月曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭


